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尖
閣
諸
島
沖
の
日
本
領
海
内
で
起
き
た
中
国
漁
船
と
海
上
保
安
庁
巡
視
船
の
衝
突
事
件
を
巡
る
政
府
の
対
応
に

関
す
る
再
質
問
主
意
書

日
本
国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
が
今
日
あ
る
の
は
、
日
本
国
民
の
先
達
等
の
努
力
の
賜
物
で
あ
り
、
日
本
国
民
一
人
一
人
の

不
断
の
努
力
に
よ
る
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

今
ま
さ
に
こ
の
時
も
、
海
上
保
安
官
、
陸
海
空
の
自
衛
官
は
自
ら
の
危
険
を
顧
み
ず
、
日
々
、
日
本
の
国
土
、
国
境
を
守
っ

て
い
る
。

ま
た
、
警
察
官
は
も
と
よ
り
労
働
基
準
監
督
官
、
麻
薬
取
締
官
等
の
特
別
司
法
警
察
職
員
は
、
日
本
国
民
の
生
命
及
び
財
産

を
守
る
た
め
に
、
被
疑
者
が
外
国
人
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
国
内
の
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
に
あ
た
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
公
務
員
の
職
務
行
為
が
妨
害
さ
れ
た
場
合
、
被
疑
者
の
国
籍
に
関
わ
ら
ず
、
刑
法
第
九
五
条
に
規
定
す
る
公
務
執

行
妨
害
が
問
わ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

先
般
の
尖
閣
諸
島
沖
の
日
本
領
海
内
で
起
き
た
中
国
漁
船
と
海
上
保
安
庁
巡
視
船
の
衝
突
事
件
の
映
像
（
以
下
「
衝
突
事
件

の
映
像
」
と
い
う
。
）
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
、
各
報
道
機
関
も
連
日
放
送
し
て
い
る
が
、
こ
の
映
像
か
ら
判
断

す
る
と
、
中
国
漁
船
の
船
長
を
、
何
等
法
的
責
任
を
問
わ
ず
に
釈
放
し
た
こ
と
が
、
法
と
証
拠
に
基
づ
い
た
厳
正
公
平
・
不
偏

一



不
党
を
旨
と
し
た
刑
事
処
分
と
し
て
妥
当
で
あ
っ
た
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ
り
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日
付
け
回
答
（
以
下

「
質
問
に
対
す
る
回
答
」
と
い
う
。
）
が
極
め
て
不
自
然
な
回
答
で
あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
衝
突
事
件
の
映
像
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
公
開
し
た
者
が
国
家
公
務
員
で
あ
る
な

ら
、
守
秘
義
務
違
反
と
し
て
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
、
今
回
の
映
像
は
、
民
主
党
政
権
が
進
め

る
情
報
公
開
の
精
神
に
則
り
、
率
先
し
て
広
く
国
民
に
公
開
す
べ
き
映
像
で
あ
っ
た
と
の
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で

あ
る
し
、
中
国
国
内
に
お
い
て
英
雄
視
さ
れ
て
い
る
中
国
人
船
長
に
対
す
る
公
務
執
行
妨
害
罪
を
不
問
に
付
し
て
、
そ
の
一
方

で
そ
れ
に
関
す
る
情
報
を
公
開
し
た
者
が
厳
正
に
刑
罰
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
、
厳
正
公
平
・
不
偏
不
党
を
旨
と
す
る
刑
事
事
件

の
処
分
に
お
い
て
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
強
い
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

尖
閣
諸
島
沖
の
日
本
領
海
内
で
起
き
た
中
国
漁
船
と
海
上
保
安
庁
巡
視
船
の
衝
突
事
件
に
お
い
て
、
こ
の
中
国
漁
船
の
船

長
を
逮
捕
・
送
検
し
、
那
覇
地
検
が
勾
留
請
求
し
、
さ
ら
に
十
日
間
の
勾
留
期
間
の
延
長
請
求
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
法

と
証
拠
に
基
づ
き
、
厳
正
公
平
・
不
偏
不
党
を
旨
と
す
る
刑
事
処
分
に
お
い
て
、
何
等
問
題
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

て
良
い
か
。

二



二

一
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
何
等
問
題
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
さ
ら
に
衝
突
事
件
の
映
像
か
ら
判
断
し
て
、
中
国
漁
船

の
船
長
を
起
訴
す
る
こ
と
な
く
釈
放
し
た
の
は
、
法
と
証
拠
に
基
づ
き
、
厳
正
公
平
・
不
偏
不
党
を
旨
と
す
る
刑
事
処
分
に

お
い
て
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
明
確
に
回
答
さ
れ
た
い
。

三

質
問
に
対
す
る
回
答
で
は
、
「
検
察
当
局
は
、
常
に
法
と
証
拠
に
基
づ
き
、
厳
正
公
平
・
不
偏
不
党
を
旨
と
し
て
、
刑
事

事
件
の
処
分
を
し
て
お
り
、
被
疑
者
の
国
籍
等
を
理
由
と
し
て
不
当
な
起
訴
又
は
不
起
訴
の
判
断
を
す
る
こ
と
は
な
い
」
と

あ
る
が
、
如
何
な
る
場
合
に
「
外
交
問
題
を
考
慮
し
て
」
起
訴
又
は
不
起
訴
の
判
断
を
す
る
の
か
、
一
例
で
も
想
定
さ
れ
る

も
の
が
あ
れ
ば
明
確
に
回
答
さ
れ
た
い
。

四

今
回
の
尖
閣
諸
島
沖
の
日
本
領
海
内
で
起
き
た
中
国
漁
船
と
海
上
保
安
庁
巡
視
船
の
衝
突
事
件
の
よ
う
に
、
刑
事
処
分
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
外
国
と
の
間
で
摩
擦
が
起
き
、
罪
の
重
さ
と
外
交
関
係
の
重
要
性
を
は
か
り
、
起
訴
す
る
か
し
な

い
か
の
判
断
を
行
う
必
要
が
生
じ
る
事
案
に
つ
い
て
、
今
後
も
独
任
官
た
る
検
察
官
に
そ
の
判
断
を
委
ね
る
と
い
う
こ
と
で

間
違
い
な
い
か
明
確
に
回
答
さ
れ
た
い
。

五

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日
、
那
覇
地
検
の
次
席
検
事
は
「
我
が
国
の
国
民
へ
の
影
響
や
日
中
関
係
を
考
慮
す
る
と
、

こ
れ
以
上
身
柄
を
拘
束
し
て
捜
査
を
継
続
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
判
断
」
し
た
旨
述
べ
、
仙
谷
官
房
長
官
は
『
地
検

三



「
独
自
の
判
断
」
を
了
と
し
て
、
捜
査
指
揮
権
を
行
使
し
た
事
実
は
な
い
』
旨
述
べ
た
が
、
こ
れ
が
民
主
党
政
権
が
掲
げ
る

政
治
主
導
で
あ
る
の
か
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
民
主
党
政
権
は
ど
の
よ
う
な
政
治
主
導
を
行
っ
た
の
か
明
確
に
回
答
さ
れ
た

い
。

六

今
後
、
尖
閣
諸
島
沖
の
日
本
領
海
内
で
起
き
た
中
国
漁
船
と
海
上
保
安
庁
巡
視
船
の
衝
突
事
件
に
対
し
て
、
刑
事
告
発
が

な
さ
れ
た
場
合
、
も
し
く
は
刑
事
告
発
が
受
理
さ
れ
て
い
た
場
合
、
引
き
続
き
那
覇
地
検
の
責
任
と
判
断
に
お
い
て
、
起

訴
・
不
起
訴
の
判
断
が
な
さ
れ
、
法
務
大
臣
の
指
揮
権
発
動
は
行
わ
れ
な
い
も
の
と
理
解
し
て
良
い
か
回
答
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


